
一般質問通告事項一覧表
令和３年 第３回 倶知安町議会定例会

番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

1 鈴木 保昭 倶知安厚生病院の補

助金 33.14億円につ
いて

(担当者と打ち合わせの通り)

1．建設図面、議会に提出されていない。どんな建物ができるのか。病院と

しての機能が分からない。

2．病院の規模は。診療科・ベッド数は。旧→新の規模対比は。

3．33.14 億円、これ以上補助は出せない。各町村の負担額を明示。

4．この補助は負担金なのか、項目は。要綱を作ってから補助すべきではな

いか。

5．本年 11月入札と聞いているが、1億円不足と聞いている。
6．北海道の基金の活用。国・道の補助金要望等。

7．保育所の保健福祉会館間借りについて。身勝手な理論と考える。

町 長

2 〃 2030札幌冬季オリン
ピック

1．前町長は積極的に冬季札幌オリンピックの誘致運動を展開したが、文字

町長は誘致運動を引き続き展開するつもりはあるのか。

2．札幌市とのオリンピック協力に関する協定書の有無。

町 長

3 〃 倶知安にお風呂がな

い

優柔不断とは、グズグズして物事を決められず、決断力が乏しいことを

言います。たとえ何かを決断したとしても、その後もあれこれと考えを巡

らせ、モヤモヤとしてしまう状態です。優柔不断の反対に当たるのが、対

義語である“即断即決”です。

優柔不断な人の特徴は、些細なこともすぐに決められなかったり、自分

の意見を言えなかったり、周りに流されがちなところです。深く考え過ぎ

るため、決断に時間がかかり、決めたことを何度も振り返り、人の意見を

必要以上に気にし過ぎる一面があります。結局、何も出来ずにいる。

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(3) (鈴木 保昭)
前頁より

倶知安にお風呂がない。町長、もう半年も前からホテルようていの閉館

が取り沙汰されてました。長年倶知安の手軽に入れる温泉として町民は年

間 35,000 人、宿泊 5,000 人以上の温泉利用があったと聞きます。

観光客、合宿等などそれは多くの皆様に親しまれてきた温泉で、別に経

営不振で閉館したのではないと聞きます。一部建物の耐震、老朽化、コロ

ナによる入浴客の減少が影響でした。

民間の企業であり、町長はどうしようもないと言いそうですが、倶知安

町に昔、東湯という風呂屋がありました。ここには年間何百万円の助成を

してました。

不幸にしてデイサービスの風呂も壊れました。風呂難民が大勢います。

町民が困った時には助ける。できれば町長、閉館の噂の時に行って交渉す

るぐらいの気持ちが欲しかった。やらないで後悔する。

今後、明日の町民の衛生状態をどう考えるのか。今回は風呂の例をとり

ましたが、“即断即決”町民も役場職員も求めています。

4 古谷 眞司 公共施設等の再編お

よび更新スケジュー

ルについて

公共施設には町民が日常頻繁に利用する施設が多く、加えて災害時の避

難所として重要な役割も担っています。

そのため、施設の維持管理(短期、中期、長期)を定期的に実施し、何時

でも事故無く安全・安心な施設の維持は住民にとって最も大切な事です。

本町には耐久年が近づいてきている、またはかなり老朽化が進んだ施設

を日常で町民が利用しており、バリアフリー化や更新等の早急な対策が必

要と考えます。

そこで以下の点について伺います。

1．文化福祉センター、世代交流センター、青少年センター、保健福祉会館

の利用事業の再編または更新等のスケジュール。(町長・教育長)

次頁へ続く

町 長

教育長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(4) （古谷 眞司）
前頁より

2．老人生きがいセンター(1964 年)、羊蹄山ろく発達支援センター(1969 年)

と築年数が 60 年近くとなっており、更新が急がれる。(町長)

3．小中学校の再編および更新並びに総合体育館の更新等のスケジュール。

(町長・教育長)

4．旭ケ丘スキー場ジャンプ台の倒壊危険度と撤去スケジュール。

(町長・教育長)

5 〃 北海道新幹線倶知安

駅開業に向けた周辺

整備について

倶知安駅周辺整備については北海道新幹線倶知安駅周辺整備推進委員会

で議論の最中であり、また並行在来線等の地域交通については令和 4年の

早い時期を目標に検討されているところです。

計画検討では並行在来線が存続する場合、または廃止された場合の 2本

立での検討になっています。

そこで以下の点について伺います。

1．もし並行在来線が廃止になった場合にその跡地はどのようになります

か。

2．倶知安駅開業の時期には高速道路倶知安インターの開業も予定されてい

ます。交通の流れや交通渋滞を考慮すると、新たに駅周辺から岩尾別方

面へのバイパス道路の新設も必要ではないか。

町 長

6 門田 淳 新型コロナウイルス

感染症対策について

1．どのようにコロナ前のまちへと経済を取り戻していくのか。

2．防災無線の検証は。

3．11 月上旬に終了を予定しているワクチン接種を他町村と同様時期の 9

月末までに接種を完了することを目指すべきでは。

4．濃厚接触者への町独自の支援策は。

5．高校生や中学生へのワクチン接種後の副反応の対応策は。

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

7 門田 淳 不登校児童生徒や障

がい児童生徒への対

応を中心とした学び

の場の充実に向けて

1．全ての子どもたちが自立を目指せる仕組み作りや切れ目のない支援を整

え、安定した就労に繋げるべきでは。(町長)

2．フリースクール(民間)や活動している民間団体などへの支援の充実を。

(町長・教育長)

3．タブレットによるオンライン授業の確立。(教育長)

4．不登校で学校に行けない子どもたちが安心できる学びの場として｢教育

支援センター｣を設置することは。(町長・教育長)

町 長

教育長

8 田中 義人 新たな法定外税を リゾートエリアの駐車場、上下水道の設備整備、新幹線新駅周辺整備や

公共施設の更新、更には倶知安厚生病院旧病棟改修経費など、倶知安町は

多くの投資的経費を払わなければならない。

これまで個別に質問をしてきたが、これまでの答弁を要約すると｢地方交

付税は減額され、過疎債も使えない。公債費比率や財政力指数は優秀な方

だが、政策経費が出せない。｣というものだった。

どこの自治体も自分たちの特色を生かし、活路を見出そうと努力してい

るが、倶知安の強みを生かした財源は法定外税の創出に他ならないと考え

るが見解を伺う。

総務常任委員会では、既に他の市町村レベルで施行されている｢別荘等所

有税｣や｢開発事業等緑化負担税｣を基に 2種類の法定外税の調査・検討を始

め、我々の任期中の令和 5年 4月の施行を目指すと確認された。

今後は条例制定作業と並行し、総務省との協議などが必要となるため、

大まかなスケジュール表が共有された。これに沿って実現させるには、担

当の職員や場合によっては外部の有識者を充てて頂き、積極的に進める必

要があると考える。他に財源創出のお考えがあるのであれば、この中身に

は拘らないが時間はない。町長の見解を伺う。

町 長

9 〃 町営プールの基本構

想策定について

本定例会初日の教育行政報告で、関連する部署で｢町営プール検討プロジ

次頁へ続く

町 長

教育長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(9) (田中 義人)

前頁より

ェクトチーム｣が立ち上げられたと報告され、併せて補正予算では｢町営プ

ール基本構想策定業務委託料｣281 万円が計上され議決された。

今後 12 ヶ月をかけて基本構想を構築し、完成まで 4～5年を要すると説

明された。

私は前回の定例議会で町営温泉などとの複合施設で検討すべきではと質

問した立場から、プロジェクトチームの動きと基本構想策定に大きな関心

をもっている。

更に言えば、今後の公共施設更新の全体像や複合化に向けた最初の事例

にすべきと考え、以下を町長・教育長に伺う。

1．8月に行われた PT の構成メンバーと開催内容を伺う。(教育長)

2．完成までの代替プールについて。(教育長)

3．基本理念や方向性、候補地について。(町長)

4．今後の進め方、スケジュールについて。(教育長)

5．想定予算規模について。(町長)

10 佐藤 英俊 通年使用の公園トイ

レについて

本町の管理する公園に設置されている多くのトイレは冬期間は閉鎖され

ているが、レルヒ公園、旭ケ丘公園内の雪ん子館のトイレは冬期間も閉鎖

することなく利用されているが、町民の方からは冬期間も使用しているト

イレの便座をせめて暖房便座への交換はできないものかとご意見をいただ

いた。

私たちの生活水準も向上している今日、ウォシュレットとまではいかず

とも、せめて利用者に少しでも快適な環境を提供する意味から、2か所のト

イレの便座交換を実施できないか。町長の考えを伺う。

町 長

11 〃 国際リゾートを目指

す協働・連携協定書

について

本町は株式会社東急リゾートサービスと、より良い地域環境構築を目指

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(11) (佐藤 英俊)

前頁より

す協定書を締結しています。この協定書がより有益な協定となる様、以下

について町長の考えを伺う。

1．本町の旭ケ丘公園のスキー場運営全般に適時、助言をいただく考えはな

いか。

2．特に索道、雪上車などの専門的な知識を必要とする業務に関し、種々修

繕・点検などの見積もりなどを相談し適切な助言を受ける。

3．双方の現場(技術者)間で情報交換などの機会を数か月に一度程度でも設

け、コミュニケーションを図る場を設ける。

12 〃 本町の水資源につい

て

本町では現在、山田・樺山地域に増加する大型施設への上水道供給に対

応すべく、上水道事業計画に沿い事業を推進しています。

しかし、水であっても無尽蔵の資源ではありません。私たちの暮らしの

中においては最も重要な水です。

この水資源について、町長の今後の取り組みについて町長の考えを伺う。

1．半月湖の水位が減少傾向にあるのではないかと、町民の方から意見をい

ただいた。半月湖近くにある本町の井戸ボーリングの影響との因果関係

は不明だが、半月湖は特別保護区域となっていることから、因果関係の

調査をする考えはないか。

2．巨大な水がめとも表現される羊蹄山には京極町の噴出し公園、真狩村の

羊蹄の湧き水など人気の湧水があり、特に噴出し公園の湧水は日量 8万

トン、30 万都市の 1日の生活水を賄える量となっている。本町の上水道

事業をより確かな裏付けの元で推進するにあたり、地下水・湧水など羊

蹄山が保水し、利用できる水資源を調査する考えはないか。

3．計画している上水道事業完成時における供給可能水量は示されている

が、大型施設の建設は今後も続くと予想されることから、現時点で本町

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(12) (佐藤 英俊)

前頁より

に提出されている開発、建設計画に基づいたベッド数の増加数と既存施

設のベッド数を合計した場合、過去の年末年始ピーク時のデーターから、

どの程度水量に余裕があるのか。

4．上水道供給地域内において供給を拒否することはできないが、供給留保

はできると原課から説明を受けているが、留保の期間に特段の定めの有

無は。

13 〃 防災無線の役割につ

いて

令和元年第 2回定例会において、防災無線に関連する質問を行い、町長

の答弁は、広報事項の伝達、あるいは国・道・その他公共機関からの周知

事項の伝達に使用する規則で運用していると答弁をいただいている。

本年 6 月 10 日に今夏初めての食中毒警報(以下、警報と言う)が発令さ

れ、8月末までに 48 時間 8回、72 時間 3回、96 時間 2回、120 時間 1回、

合計 14 回発令されている。

倶知安保健所では、警報が発令されると管轄している 10 町村役場の担当

課(本町においては住民環境課)に FAX 送信で警報発令を実施している。

本町では FAX 受信後、給食センター、保育所、幼稚園などに警報発令を

知らせていることは確認している。

以上の点を踏まえ、以下の点を町長に伺う。

1．倶知安保健所管轄は 10 町村中、防災無線を活用し警報を周知している

町村は 8町村。周知していないのは本町、留寿都の 2町村となっている。

令和元年の第 2回定例会において町長は答弁で、公共機関からの周知事

項伝達も防災無線の使用運用に挙げていたが、警報が防災無線で周知さ

れない理由はどの点が運用に該当していなかったのか。

2．今夏、初めての警報発令の際、電話で防災無線からの周知問合せを行っ

たが、周知されることはなく以降 8月末までの期間一度も周知はなかっ

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(13) (佐藤 英俊)

前頁より

た。6月 10 日の問合せ後、課内で周知の有無を検討した結果として防災

無線からの周知を行わなかったのか。

3．食中毒は重篤の場合、命の危険にさらされ、過去多くの死亡事例もある。

加えてコロナ禍の中、容易に入院も叶わない状況は容易に推測でき、そ

の様な背景にも関わらず、全町一般家庭において食事は毎日調理が行わ

れ、保存・提供に注意喚起をするのはあまりに当たり前のことと考える。

危機意識の欠落ではないのか。

14 小川 不朽 ｢世代交流センター｣

を改修し、さらなる

スポーツ普及・振興

を

1994 年の総合体育館オープンに伴い、それまでの体育館は、さまざまな

世代が交流できるようにと施設の名称を変更し、｢世代交流センター｣とし

て今日に至っている。

こうした中で、近年では競技スポーツやレクリエーションスポーツの普

及・振興が図られており、総合体育館の利用はもとより町内 4校の体育館

の夜間開放事業の利用も多く、さらには旧東陵中学校体育館の利用頻度も

高い状況にある。

そこで、さらなる競技スポーツやレクリエーションスポーツの普及・振

興を図るべく環境の整備として、旧体育館であった現在の｢世代交流センタ

ー｣施設を改修し、さらに幅広く利用できる充実した施設にすべきと考える

が見解を伺う。

教育長

15 笠原 啓仁 ｢役場職員への『口

利き』」防止策導入

の検討を

議員による自治体職員への｢口利き｣と言われる不当な要求や働きかけを

防止するためのルールや制度づくりが、全国の自治体で行われています。

2006 年の 9月定例議会で私は、「『口利き防止対策』本町に必要ないです

か」という件名で一般質問を行いました。その質問の一部を紹介します。

｢いわゆる『口利き』は、働きかける側と受ける側が一体となった時には

じめて成立します。したがってどちらか一方が止めることで、それを防ぐ

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(15) (笠原 啓仁)

前頁より

ことが可能となります。

本町が｢口利き｣で日常の行政運営に支障を来したという事実があるとか

ないかということに関係なく、透明・公正・公平な行政運営を図るという

意味からも、本町においても制度導入を検討してみてはいかがでしょうか。

町長の見解をお聞かせください。」

今もこの考えに変わりはありません。どこまでが正当な要望で、どこか

らが｢口利き｣(不当要求)かの線引きをどうするかなど、ルールづくりには

難しい側面もあります。

しかし、本町の今後の公平・公正な行政運営の遂行に当たって、防止に

向けた制度の導入は必要だと思います。町長の見解をお聞かせください。

16 〃 ｢役場内でのハラス

メント｣対策は講じ

られていますか

職場でのパワハラ対策を義務化する改正労働施策総合推進法が昨年 4月
1日、施行されました。自治体職場においてもパワハラを含むさまざまな
ハラスメントの防止に向けた対策が求められています。

そこで、以下の点についてお尋ねします。

1．職場内でのハラスメント防止策について
現在、どのような対策が講じられていますか。現状についてご説明くだ

さい。

2．議員による職員へのハラスメント対策について
議員の地位を利用した職員へのハラスメントが全国の自治体で問題とな

っています。

今年 6月、東京の世田谷区では区議会議員による職員へのハラスメント
防止条例が制定されました。

議員からのハラスメント防止については、議会側からの対策が第一に必

要ですが、町側としてはどのよう対策が必要でしょうか。

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

17 笠原 啓仁 ｢監査委員の守秘義

務｣守られています

か

自治体の監査委員には知り得た情報の｢守秘義務｣など、厳しい制約が課

せられています。

監査委員の罷免に関し、地方自治法の第 197 条の 2 では次のように規定

しています。

｢普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪

えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員た

るに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免

することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員

会において公聴会を開かなければならない。｣

そこで、お尋ねします。

1．条文中の｢職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行｣とはど
のような行為を指すのでしょうか。詳細についてご説明ください。

(代表監査委員)
2．規定では上記 1の行為が認められた場合、町長は監査委員を罷免するこ
とができるとなっています。この規定に該当する行為があるかどうかを

町長はどのようにチェックしていますか。また事実があった場合は、ど

のように対処しますか。(町長)

町 長

代表監査委員

18 〃 ｢カラス被害｣実態

調査と対策が必要

です

｢カラス、何とかならないか。｣先日、町民の方から｢カラス被害｣につい

ての相談を受けました。

その方はとくに農作物に対する被害を訴えていました。農作物被害のほ

か、鳴き声(騒音)、糞、襲撃、ごみ荒らしなど、街中での｢カラス被害｣が見
られます。

とくに、ここ 1～2年顕著になっているような気がします。｢カラスの勝
手｣では済まされない状況になっています。

ちなみに、夕方になるとわが家の周辺にカラスの大群が結集します。気

持ち悪いです。怖いです。

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(18) (笠原 啓仁)

前頁より

役場にも｢カラス被害｣を訴える声が多数、寄せられていると思います。

そこで、以下の点についてお尋ねします。

1．｢カラス被害｣の実態調査について
町内会・自治会などと協力して、｢カラス被害｣の実態調査を実施してみ

てはいかがでしょうか。

2．｢カラス被害｣対策について
本町でも過去に｢カラス被害｣対策を講じた経緯があると聞きます。他自

治体の対策事例を含め、町民や専門家の意見なども参考に｢カラス被害｣対

策の研究・検討を開始すべきと思います。いかがでしょうか。

19 〃 ｢『じゃがたく』運

行｣力と知恵を出し

合い良いものに

デマンドバス｢じゃがたく｣の実証運行が始まりました。郊外地区におけ

る公共交通の運行実現を 10 年以上訴え続けてきた者の一人として、実証

運行の実施を嬉しく思っています。

本格運行の移行に向けて解決しなければならない問題や課題はまだまだ

あると思います。誰からも喜ばれる｢じゃがたく｣になるようにとの期待を

込めて、以下の点についてお尋ねします。

1．関係住民への周知の徹底について

運行対象地区にお住まいの方から｢じゃがたく｣に期待を寄せる声が私に

届けられました。(資料参照)

実証運行開始に先立って開催された住民説明会でも、｢じゃがたく｣に期

待を寄せる意見が多く出されたとのことです。

関係住民の利用度を高めるためには、周知の徹底が何よりも重要です。

少なくとも｢知らなかった｣という事態だけは避けなければなりません。あ

らゆる手段を駆使して周知の徹底を行う必要があります。

周知の現状と今後の取り組みについてお聞かせください。

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(19) (笠原 啓仁)

前頁より

2．議会との協同作業について

誰からも喜ばれ愛される｢じゃがたく｣にするためには、役場(担当職員)

だけの努力だけでは不十分です。関係住民や運行委託事業者、先行自治体

など、あらゆる個人・団体の力と知恵の結集が必要です。

郊外地区における公共交通の確立については、私だけでなく議会全体と

しても提起・提案してきた問題です。

したがって、諸課題の解決に向けては、議会も全面的に協力できる(は

ず)と思います。

｢じゃがたく｣の本格運行に向けた議会との協同作業について、町側から

何か具体的な提案などがありましたら、お聞かせください。

20 〃 ｢日ハム暴力問題｣

本町の認識と対応

が曖昧です

先日の行政報告で｢北海道日本ハムファイターズ応援大使事業について｣

の報告がありました。何かスッキリしません。

そこで、以下の点についてお尋ねします。

1．｢暴力｣発覚後の対応について(町長)

行政報告では｢応援大使｣2 名が不在となった理由を他球団へのトレード

のため、としています。大使の一人である中田選手のトレードの理由は｢暴

力｣です。

この｢暴力｣の発覚直後からの本町の対応についてご説明ください。

2．｢暴力｣に対する認識と球団への対応について(町長・教育長)

｢暴力｣問題について対外的に十分な説明を果たさない球団に対しては、

本町自らが事業を解約するくらいの姿勢で臨むべきであったと私は思いま

す。

今回の事案は、｢暴力｣問題の責任を果たさない球団と行政機関である本

町が今後も協力関係を継続していこうとするところに最大の問題があると

私は思います。

次頁へ続く

町 長

教育長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(20) (笠原 啓仁)

前頁より

後任の大使が就任したからいいという問題ではありません。本町が暴力

行為を容認しているかのように受け取られ兼ねません。｢暴力｣と球団への

対応について、どうお考えでしょうか。

3．各種団体との関係のあり方について(町長・教育長)

今後の民間事業者を含めた各種団体との関係のあり方については、今回

の事案を教訓に考えていくべきと思います。いかがでしょうか。

21 原田 芳男 子育て支援とコロナ コロナはなかなか収束せず現在は緊急事態が宣言されています。医療も

十分機能しない状況です。

自宅療養中にお亡くなりになったり、妊婦が搬送されず流産するなどの

報道がされています。

また、幼い子供がいる家庭で親がコロナに感染した場合、子供の世話を

どうするかが大きな問題になっています。

これらの問題にどう取り組むのか、あらかじめ町としての対応を決めて

おく必要があると思います。

現在の本町の取り組みと今後の対応について答弁を求めます。

町 長

22 〃 デイサービスセンタ

ーのボイラー不調に

ついて

デイサービスセンターのボイラーが不調になり交換の補正予算が提案さ

れました。かねてからお湯がぬるいなど苦情が寄せられており、今日ある

ことは予想されていました。

また、2か月以上修理にかかると説明されました。デイサービスセンター

のお風呂は銭湯がない我が町の銭湯代わりともなっており、2か月も利用

できないことは大変な不便をきたします。この間の対応はどのようにされ

るのか答弁を求めます。

併せて、道の駅や町営温泉のない我が町です。近隣町村のほとんどが保

有しています。町長のまちづくりが問われます。答弁を求めます。

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

23 原田 芳男 プールはいつから使

えるのか

町営プールの老朽化で使用不可の状態が続いています。建て替えに向け

て取り組んでいますが、いつから使えるようになるのか目途が立っていな

い状況です。

倶知安町はプールについて不具合が出ると廃止という判断をしてきまし

た。(東小学校のプール、倶知安小学校のプール、町営プール)早急に方向

を示すことが求められます。

現在、代替施設として民間ホテルのプールをお借りすることで対応して

いますが、今後も利用できるのでしょうか。倶知安小学校のプールは修理

不可能なのでしょうか。明確な答弁を求めます。

町民の日々の暮らしや子育て支援、教育、営業にきちんとした目配りが

大事だと思います。

観光も大事ですがこのことを「おざなり」にした町政にならないよう求

めるものです。

町 長

教育長

24 坂井 美穂 いつまでも安心して

暮らせる倶知安町へ
1．平均寿命は延伸しているが、健康寿命とは開きがあるため、健康寿命を

延ばすための取り組みが重要である。新型コロナウイルス感染対策での

制約がある中、介護予防、フレイル対策をどのように工夫や検討されて

いるか。

2．コロナ禍で大人数で集まることや通いの場の確保も難しい中、少人数で

も開催ができるような出前講座として介護予防教室や体操教室を開催す

るのも有効であるがどうお考えか。

3．本町においても高齢者の単身のみ世帯が増加していると思われるがその

数と介護サービス等を使われている人数を年代ごとに伺う。

4．家庭での介護の担い手が多様化しているが、育児と異なり先の見通しが

立ちにくく、長期化しがちなことから介護者のストレスが非常に大きな

ものとなる。

近年は介護者が定期的に休めるような公的な支援制度があり、さまざま

なサービスを組み合わせて適切な介護が行えるようになっている。介護

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(24) (坂井 美穂)

前頁より

者の孤立を防ぎ、そのような情報交換ができる集いの場も必要であるが、

本町ではどのような取り組みをされているかを伺う。

5．本町において高齢者が安心して暮らすためには冬期間の雪対策が大きな

問題となっているが、現在行われている除雪ヘルパー派遣事業の検証は

行われているのか。

6．支援の窓口である地域包括支援センターの存在をもっと身近に感じても

らえるように、町民にわかり易い愛称をつけてはどうか。

25 〃 特殊詐欺被害防止へ 特殊詐欺とは不特定多数の人に電話等の通信手段を使って、対面なしで

金品をだまし取る総称であり、全国で被害が増えている。

特徴として 65歳以上の高齢者が多いことや固定電話にかかってくるこ
と等があげられる。

対策として固定電話に取り付けて使用する自動通話録音機の無料貸し出

しを行っている自治体も増えてきている。本町でもこのような被害を未然

に防止し町民を守るため今後どのように対策を取られていくかを伺う。

町 長

26 冨田 竜海 ワクチン接種の押し

付けと情報収集・発

信について

先日の第 5 回臨時議会において同僚議員より｢町職員は当然全員ワクチ

ンを接種すべきでは｣｢接種率 100％のまち｣｢ワクチンを打っていない 12％

が穴かもしれない｣等、ワクチン接種が出来ないなんらかの事情を抱えた

方々の人権を無視したと思われる質問がなされた。

対する町長答弁では｢単に副作用が厳しいから嫌だとか具合悪くなるの

嫌だとか、そういうことではない｣と答えている。

誰もが承知の通りワクチンにはメリット・デメリット、体質や健康状態

によっては接種が望ましくない人も大勢いる。

現状、一般的に正しいとされている厚生労働省からの通達においても明

確に｢ワクチン接種を受けることができない人・注意が必要な人｣というタ

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(26) (冨田 竜海)

前頁より

イトルで複数項目書かれている。

それらのメリット・デメリットを踏まえて最終的な判断は個人に託され

ており、それらの判断によっていかなる優遇も待遇も許されるべきもので

はない。

以下を町長に問う。

1．ワクチン接種の正しい情報として、ワクチンにはメリット・デメリット

がありそれらを踏まえ、個人が判断をし、いかなる職種のいかなる立場

の人であってもワクチンの接種もしくは不接種の強制はもちろん、接種

の有無によるいかなる優遇・冷遇も許されない。この認識は持っている

か。

2．今回の臨時議会での質問のような典型的なワクチンハラスメントに対す

る対策をどのように行っているのか。必要性は。

3．町 HP ワクチン接種情報において、おまけ程度に｢副反応のリスクをご理

解いただき｣との記載があるが、副反応に関する情報はほとんど書かれて

いない。これでは情報として不十分ではないか。

4．万が一、重大な後遺症が残った場合や死亡事故に繋がった場合の補償に

対する記載が抜けており不十分ではないか。

5．予防接種法に基づく副反応疑い報告において、本町の場合報告義務を負

うのは誰か。先日の厚生文教常任委員会において、｢ワクチン接種会場を

離れた後の副反応の有無は調査していない｣とのことだった。

本制度では、｢当該副反応疑い報告は、発生した症状と予防接種との因

果関係が必ずしも明らかでない場合であっても、保健衛生上の危害の発

生又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断される場合に

は、報告対象となり得ます。｣と書かれているように、直接的な因果関係

が認められない発熱等も報告対象となると思われるが、制度の趣旨から

考えればそもそも調査をするべきでは。

もしくは何ならの副反応が出た場合個人で判断をせず報告を求めるべ

きでは。



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

27 冨田 竜海 人口減少対策におけ

る出会いの促進の必

要性は

1980 年代の日本では、初婚平均年齢男性 27.8 歳、女性 25.2 歳であった。

生涯未婚率においては男性 2.6％、女性 4.5％。

しかし、急速な晩婚化、未婚化に伴い、今日では生涯未婚率が男性20.1％、

女性 10.6％に達しており、人口減少社会の大きな要因となっている。

一方、若者の意識調査では、｢いずれは結婚しようと思っている｣｢結婚し

たいと思っている｣が、男性 84.8％、女性 87.8％と高い数値となっている。

この未婚者の方に独身である理由を聞いた調査結果では、｢適当な相手に

めぐり会えない｣との回答が大半を占めた。

このような状況は、決して他人事ではなく本町においても同じような悩

みを抱えている、もしくは悩みを抱えていたために転出をした方々は大勢

いることが想像される。

例えば、僕のふるさと茨城県では一般社団法人に委託をし、茨城出会い

サポートセンターを運営をしている。マリッジサポーターと呼ばれる仲人

さんが出会いの場を提供し、商工会議所や地域の民間企業と連携。既に

2,255 組の方が結婚された実績がある。

このような取り組みは新型コロナウイルス感染拡大による自粛要請に伴

う、外出の機会減によって深刻な出会い不足に直面している結婚を望む独

身の方にとって非常に重要な取り組みと考える。

以下を町長に問う。

1．外出自粛の徹底を求められる中、本町で暮らす若者がどのように出会い、

交際を経て、結婚～出産をしていくと考えているか。

2．結婚を望むが出会いがないという若者に対し、本町で結婚をし家庭を築

き｢この町に住んでて良かった｣と思えるまちづくりを目指す町としてど

のようなサポートが考えられるか。

町 長

28 〃 本町のテレワーク徹

底状況は

新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかからない中、政府は再三コロ

ナ対策の重要項目としてテレワークを含む出勤者 7割減の徹底を求めてき

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(28) (冨田 竜海)

前頁より

た。これらは一度環境整備さえしてしまえば、マスクの着用や手指の消毒

などの対策以上にそもそも人と人との接触を減らすことが出来る最も合理

的かつ健全に感染対策を行いながら日常業務をこなすための次世代のスタ

ンダードモデルである。

以下を町長に問う。

1．本町職員のテレワーク実施状況は。

2．本町事業者のテレワーク実施状況は。

3．上記 2点の推進のために行ってきた取り組み、今後の取り組みは。

4．可能な限り非対面での業務を求められている中で 8月 30 日に行われた

会合への参加は、感染対策の徹底を求める行政の長として適切であった

か。オンラインで対応出来たはずでは。

29 波方 真如 防災について 9月 1 日は防災の日でしたので、防災について以下の 2点について町長

に伺います。

1．今年度の開催を考えていると以前に答弁された、職員を対象とした避難

所設置運営の訓練・感染症対策を徹底の上で自主防災組織単位といった

少人数での講座・避難所運営訓練の実施は行ったのか。

2．コロナ禍により所有者不在の建物も多く見られ、雪害等の想定外の災害

発生も考えられるが、本町としての対策は。

町 長

30 〃 ｢すぐやる課｣を新設

するべき

1969 年に千葉県松戸市の市役所にできた「すぐやる課」。高度経済成長の

中、インフラ整備を急ピッチで進める一方で市民の身近な問題についてす

ぐに対応できておらず、たらい回しを排除して迅速な解決を図るため松本

清市長(ドラッグストア：マツモトキヨシ創業者)発案のもと、「すぐやる課｣

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(30) (波方 真如)

前頁より

が誕生しました。

そのユニークな名前と積極的な姿勢で注目を集め、｢すぐやる課｣の名を

全国にとどろかせ、一時 300 を超える｢すぐやる課｣が新設されました。さ

らに令和元年には 50 周年を迎えています。

これは本当に素晴らしい事例であり、ぜひ本町でも｢すぐやる課｣を新設

するべきと考えます。

この町の現状を考えると 50 年前の松戸市によく似ていると思います。ど

んどんとやらなければいけない課題が積み重なり、さらに最近では管理不

足が原因で町営プールが使用出来なくなり、文化福祉センターのボイラー

の故障等、予想外の出来事で町民に多大なご迷惑をかけているのが現状で

す。このままではいけません。

新庁舎になったこともあわせ、今でも各課の皆様にはご尽力いただき住

民サービスの向上に努めて頂いていることは理解しているが、決して満足

してはならないのです。

｢すぐやる課｣新設によって考えられるメリットとしては、

①初動対応の迅速化

②人材育成(地域おこし協力隊を含む)

③職員のやりがい創出

④町民との協働

⑤町の注目度アップ

などが考えられます。

また、考えられるデメリットとしては、

①｢何でもやる課｣との誤認

｢すぐやる課｣はなんでもやるわけではありません。町民の責任、行政の

責任といったことを明確に伝えていく作業が増えます。

ですが、これは先程のメリットにあげた｢町民との協働｣に繋がるので、

次頁へ続く



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(30) (波方 真如)

前頁より

必ずしもデメリットとはいえないと考える。

＜目指す町の姿(将来像)＞

いつまでも住み続けたい町“くっちゃん”をつくるためにはどうしても

必要な機構改革になると考え、町長の考えを伺います。

31 森 禎樹 地域おこし協力隊に

ついて

令和 2年度の地域おこし協力隊の隊員数は全国で約 5,500 人となってお

り、受入れ自治体数は 1,065 団体となっている。

国は令和 6 年度に隊員数を 8,000 人に増やすという目標を掲げ、令和 4

年度予算の概算要求に本年度当初比 2倍の 3億円を盛り込む方針となって

いる。

地域おこし協力隊は一定期間地域に居住して、さまざまな地域協力活動

を行いながら、その地域への定住・定着を図る取り組みであり、隊員の活

動に要する経費については、国からの特別交付税措置がなされるため、自

治体にとっては大きなメリットのある制度である。

本町でも現在 1名の隊員が活動しており、更に 2名の募集をかける計画

となっているが、活動内容の見直しも含めて本制度をもっと有効活用する

ことはできないのか検討が必要と考える。

以下を町長に伺う。

1．地域おこし協力隊について本町の基本的な考え方は。

2．過去の実績は。(隊員数、活動内容、定住者数)

3．現在、活動内容を｢観光｣に限定している理由は。

4．今後の方針は。

町 長

32 〃 一般廃棄物処理の課

題について

令和 2年第 3回定例会の一般質問にて、｢一般廃棄物処理の課題と今後の

次頁へ続く
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(32) (森 禎樹)

前頁より

展望について｣という件名で質問をしているが、ごみ問題については一向に

改善された形跡は見えず、住民の不満は高まり続けている。

ごみに関する諸問題の実態と進捗状況を町長に伺う。

1．ごみ分別アプリ導入業務委託料が予算計上されているが進捗は。

2．大型ごみの回収に関する検討はされているのか。

3．家庭から出されている一般ごみの過去 10 年間の収集量の推移は。

①ごみステーションで収集されるもの

②エコガレージで収集されるもの

4．ごみステーションの設置基準とその根拠は。また、過去 10 年間の設置

数の推移は。

5．ごみ処理に関する委託料のうち、処理業務委託料と収集業務委託料の過

去 10 年間の推移は。

6．ごみ処理手数料(ごみ袋)の料金改定は必要か。

7．ごみ収集の方法についての大幅な見直しは検討しているのか。

33 作井 繁樹 北海道新幹線札幌延

伸に伴う課題

令和元年の第 3回定例会、昨年の第 4回定例会並びに本年の第 1回定例

会でも新幹線延伸に伴う同様の質問をしているが、2030 年の開業に向けて

は、今年度の作業が肝であるが故、諸々の進捗も確認しつつ改めて質問す

る。

1．平行在来線の存廃

今定例会初日の行政報告の通り、並行在来線の存廃、地域交通の確保に

向けた方向性が年内を目途に示されるとのことで、一つの大きな節目を迎

えることとなるが、沿線住民や利用者の理解を得るために、二つの点につ

いて伺う。

次頁へ続く
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前頁より

(1)新幹線貨物列車(トレイン・オン・トレイン)の実用化

いわゆる｢山線｣の廃止に反対する方々の大きな理由の一つに、室蘭本線、

いわゆる｢海線｣のリスク、有珠山・樽前山の噴火による運休、人々の往来

のみならず、日本の食料基地である北海道の物流の動脈が絶たれることへ

の懸念がある。

それを払拭するために新幹線貨物列車、或いはトレイン・オン・トレイ

ンの研究が進められてきたと承知しているが、最近、その動向が全く伝わ

ってこない。2030 年の開業、山線廃止までの実用化は必須と考えるが、最

近の動向と見解を伺う。

(2)バスまち施設(シェルター)の設置

鉄道利用者の、バス転換への不安払拭の一つに、快適なバスまち環境の

確保があげられる。北海道から示された｢バスルートの案｣は、ほぼほぼ現

状バスルートであることから、バス停も現状に近い数と考えられる。

①バス停の数

国道 5号線の本町区間におけるバスルート案のバス停の数、或いは現

状のバス停の数を伺う。

②バスまち施設の設置単価

数年前に厚生病院前、並びに JR倶知安駅前に新たなバスまち施設が設

置されたが、その際の設置単価を伺う。

③設置費用負担割合

バスまち施設設置費用は、都市部や採算が合う路線では、バス運行会

社が負担、或いは社会貢献目的で民間企業が負担する場合があるものの、

不採算路線に関しては、全国的にほぼほぼ自治体が負担していると承知

しているが、本町の現状と設置費用への補助制度等について伺う。

④バスまち施設設置への見解

バス転換にあたり、バスまち施設の設置は必須と考えるが見解を伺う。

次頁へ続く
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(33) (作井 繁樹)

前頁より

2．都市計画用途の変更・見直し

北海道新幹線倶知安駅周辺整備の検討作業、並びに景観計画・緑の基本

計画の検討作業も大詰めを迎えているが、それに伴い都市計画用途の変

更・見直しも必要であると考えるが、二つの点について伺う。

(1)駅周辺区域の用途変更

現在、駅周辺区域は｢準工業地域｣とされているが、｢商業地域｣或いは

｢近接商業地域｣へ変更する方向であると認識しているが見解を。

併せて、新駅からの眺望を考えた時、羊蹄山方向の区域についての用途

変更も考えられなくもないが見解を伺う。

(2)その他の区域の用途見直し

都市計画用途変更手続きには数年の時間を有すると認識している。この

際、駅周辺区域の用途変更手続きに併せて、その他の区域も必要に応じて

見直すべきと考える。

例えるならば旧東陵中学校敷地、今後の利活用を考えるならば、現状の

用途を見直すべきと考えるが見解を伺う。

3．石倉倉庫周辺含めた駅周辺整備

石倉倉庫周辺含めた駅周辺整備は、正にまちづくり新幹線課の力の見せ

所、踏ん張りどころであると認識しているが、二つの点について伺う。

(1)JA・商工会議所・町との協議の進捗

本年第 1回定例会の答弁では、石倉倉庫周辺について、JA ようてい、商

工会議所、そして本町の 3団体で｢構想的な絵柄を早急に洗い出す｣とし、

この間、鋭意検討作業が進められてきたと認識しているが協議の進捗を。

併せて、年内 12 月までには一定の方向性を見出すと漏れ伝わってきてい

るが見解を伺う。
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前頁より

(2)駅周辺整備推進委員会の検討作業の進捗

8月 17 日の経済建設常任委員会での報告では、都市施設検討、並びに

東口駅前広場レイアウト検討についても 11 月までに一定の方向性を見出

すようだが作業の進捗を。

併せて、東口駅前広場レイアウトの検討作業は石倉倉庫周辺の検討作業

と綿密なすり合わせが必要と考えるが見解を伺う。

4．まち会社への支援

本年第 1回定例会の答弁では、まち会社への支援について、｢商工会議所

と同じ覚悟、同じ温度で進めなければならない｣とし、6月には商工会議所

と本町とで｢まちづくりの協働・連携に関する協定書｣を締結し、まち会社

への支援も確かなものとなりつつあるが、二つの点について伺う。

(1)職員の派遣

本年第 1回定例会では、まち会社への支援とは別に｢機構・意識改革｣と

して、｢商工労働・企業誘致係そのものの業務を商工会議所に移管し、補助

金の増額、或いは職員を出向させては｣と提言したものの、前向きな答弁で

はなかった。

今回の提案は、まち会社への支援策の一環として、更には職員研修の意

味でも職員を派遣させるべきと考えるが見解を伺う。

(2)遊休町有地の提供

本町が直接的な資金的支援を行うことには限度があるが、遊休町有地を

まち会社に提供し、まち会社が遊休町有地を効果的に利活用する、或いは

利活用のコンサルティングやマッチングをまち会社に委託という考え方も

あってしかるべき、見解を伺う。

34 〃 気持ちが通い合う職

場づくり

昨年の第 1回定例会でも、全く同じ件名の質問をしているが、常に意識

次頁へ続く
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前頁より

しつつ不断の努力が求められることであり、追跡調査的な意味合いも含め

改めて質問する。

1．前回提案の検討状況

組織としての取り組みとして｢研修のあり方｣｢ユニフォームの作製｣｢再

任用職員の指南役的な配置｣｢町長・副町長・統括監の役割分担｣、また町長

個人としての取り組みとして｢出張時の若手職員の同行｣｢職員への日常的

な発信｣｢自己啓発的トレーニング｣について提案したが、その後の検討状況

を伺う。

2．新庁舎での執務の善し悪し

新庁舎建設の意義の一つに｢職員のモチベーションの向上｣もあった。新

庁舎での執務も 4か月となるが、その善し悪し、功罪を伺う。

3．職員との新たなコミュニケーション

コロナ禍であるが故、会議・行事・出張は減り、町長の在庁時間は圧倒

的に増えたことと思う。

仕事上での打合せとは別に、職員との新たなコミュニケーションが必要

と考える。選挙公約である｢聴く・伝える・対話する｣を反芻し、無理のな

い範囲で何かを始めるべきと考えるが見解を伺う。

35 木村 聖子 SOS ステーションと

通学路整備

SOS ステーション｢子ども 110番の家｣については平成 30年 6月定例会に

児童に対する犯罪防止策として一般質問しています。

その後、平成 19 年事業開始時の所管課である福祉医療課から住民環境課

へ変更し、今年 7月に｢子ども SOS ステーション｣の対応マニュアルが登録

者に対してあらためて案内がされました。SOS ステーション機能の強化が

今後期待されるところです。

次頁へ続く
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(35) (木村 聖子)

前頁より

SOS ステーション拠点は通学路や子どもたちの活動範囲に係ることか

ら、通学路及び安全な地域づくりの取り組み状況について下記の点につい

て伺います。

1．SOS ステーションの役割と各学校との連携状況について(町長)

学校現場における児童生徒の危険箇所の認識・安全行動教育の状況。

2．通学路安全推進会議における点検後の改善について

関係各所との連携並びに庁舎内部での取り組みは十分に機能されている

か。(教育長)

例）町：道路や障害物等への対処、予算編成及び関係各所への指示・要

望等は計画通り行われているか。年 2回の点検時以降に発生した危

険箇所・状態等の情報共有方法。

36 〃 絵本館のリニューア

ルの見通し

絵本館については保健福祉会館に移設する構想がありましたが、本の耐

荷重の問題で保健福祉会館の空きスペースでは直ぐに移転するのは難しい

と町長は以前答弁をされています。

現在の絵本館は老朽化が激しいため、近いうちに別の建物に移転しなく

てはならないと考えますが、｢学び、楽しみ、くつろぐ｣本のある空間づく

りは倶知安町第 6次総合計画にある｢健康で笑顔あふれるまちにする｣でも
謳われているように、町民の文化教養面の向上においても非常に重要です。

また、平成 6年絵本館設立時から 27年程が経過し、ハード面の課題もあ
りますが、理念の高度な維持も重要な要素と捉えています。

そこで下記について見解を伺います。

1．ソフト面の維持
地域のボランティア団体等が絵本館で各事業を開催していますが、絵本

次頁へ続く
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前頁より

館理念を高度維持するためにも有償ボランティア制度導入や運営自体を外

部委託するなど検討してはどうか。

2．ハード面の維持
例えば絵本館を解体し、跡地に文化福祉センター前庭へと連なる道筋が

できれば夏季はさらに付加価値が上がります。

また、スマートモデューロハウスなどを利用すると費用面圧縮や施工期

間短縮が図れると思うが、場所や時期も含めた町長の希望的観測を伺う。


